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ネットトラブル回避の知識を身に付けさせる

小学校での情報モラル学習指導

－情報モラルの４つの判断観点の指導に主眼をおいて－
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要 旨

近年増加傾向にあるネットトラブルに小学生が巻き込まれないようにするために，「情報モラ

ルの４つの判断観点」に基づいた知識や判断力の指導と，「GBS 理論」を用いた体験的な学習指

導を盛り込んだ２時間の指導計画を作成し実践した。その結果，これらの指導がネットトラブル

回避に必要な知識の定着や判断力の育成に有効であることが，「情報化社会レディネス尺度」等

を用いた検証で確認された。

キーワード：小学校 情報モラルの４つの判断観点 GBS 理論 ２時間の指導計画

Ⅰ 主題設定の理由

近年，我が国においては，家庭へのパソコンの普及のみならず，携帯電話所持年齢の低下や携帯ゲーム機

のネットワーク機能の強化等により，子どもたちが多様な手段でインターネットを利用できる環境となって

いる。こうした状況から，子どもたちはインターネットで提供される各種サービスを，十分な知識や判断力

をもたずに利用し，様々なトラブルに遭遇する事例が増えてきている。例えば，実際のいじめ場面の動画が

ウェブサイト上に公開された後，動画が削除できないばかりか，加害生徒の個人情報も第三者から次々と公

開されて非難の的となり，事態の収束が困難になっている事例がある。また，最も悲劇的な事例に，ウェブ

サイト上の掲示板への書き込みトラブルから殺人事件に発展した，長崎県の小６女子児童による同級生殺害

事件がある。

こうしたことを背景に，今年度から完全実施となった小学校学習指導要領において，情報教育の充実が取

り上げられ，特に各教科等の指導に当たっては，コンピュータで文字を入力するなどの基本的な操作や情報

モラルを身に付け，適切に活用できるようにするための学習活動を充実させることが示されている。さらに

道徳においても情報モラルについて取り扱うこととしている。

また，青森県においては，ネットいじめ対応推進事業が展開され，「【資料】生徒指導ノート」，「情報

モラル教育・参考となるWeb サイト一覧（学校向け・保護者向け）」等の諸資料を公開し，情報モラル教育

の推進が図られているところである。

しかし，文部科学省による「平成22年度学校における教育の情報化等の実態に関する調査」（平成23年７

月13日）では，教員のICT 活用指導力に関する大項目Ｄ「情報モラルなどを指導する能力」の状況について

「わりにできる」もしくは「ややできる」と回答した青森県の教員の割合は，小学校で67.2％（全国平均74.2

％），中学校では58.5％（全国平均68.8％）で，どちらも全国平均以下であった。

そこで，小学校での情報モラル学習指導について，ネットトラブル回避の知識を身に付けさせる「情報モ

ラルの４つの判断観点」の指導に主眼をおき，少ない授業時数で誰でも実践可能な指導計画や指導資料を作

成することが，本県の児童や教員に有効であると考え，本研究主題を設定した。

Ⅱ 研究目標

未経験のネットトラブルを回避するために役立つような知識を身に付けさせるため，当センターにおける

これまでの研究の成果を踏まえながら，少ない授業時数で誰でも実践可能な指導計画や指導資料を作成し，

それらを用いた授業実践及び実践結果の分析から，児童に対する情報モラル学習指導の有効性を検証する。



Ⅲ 研究仮説

情報モラルの学習指導計画に情報モラルの４つの判断観点の指導を取り入れることにより，少ない授業時

数で未経験のネットトラブルの回避に役立つような知識を身に付けさせることができるであろう。

Ⅳ 研究の実際とその考察

１ 情報モラルの４つの判断観点について

文部科学省は，『教育の情報化に関する手引き』(2010)第５章の「学校における情報モラル教育と家庭・

地域との連携」の中で，情報モラルを「情報社会で適正に活動するための基となる考え方や態度」としてい

る。また，その範囲は「他者への影響を考え，人権，知的財産権など自他の権利を尊重し情報社会での行動

に責任をもつこと」，「危険回避など情報を正しく安全に利用できること」，「コンピュータなどの情報機

器の使用による健康との関わりを理解すること」など多岐にわたっている。

情報モラル教育の必要性が高まる中，情報モラル学習指導の指導法や教材が開発され，多くの実践報告が

なされている。それらの中で，玉田・松田(2004)は，情報モラルを合理的に判断する知識を「情報モラルの

４つの判断観点」とし，「自分への被害」「他人への迷惑」「法律違反」「情報技術の特徴」に分類してい

る。そして，この４観点を知識としておさえ，情報モラル判断の訓練を行う指導法を示した。この４観点を

活用することにより，文部科学省が定義する多岐にわたる情報モラルの内容に対応することができるととも

に，短時間で学習することができると考えられる。さらに，４観点のうちの３観点が，小・中学校の学習指

導要領に記載された道徳の学習目標を検討した上で分類されているため，小学生にとって理解しやすいと思

われる。

そこで，本研究では，情報モラルの４つの判断観点の指導の有無でその効果を検証することとし，指導に

当たっては情報モラルの４つの判断観点を教師から教え込むのではなく，ブレインストーミングの手法を用

い，児童の積極的な学習活動から自然な流れで導き出すことができるよう配慮した。

２ GBS 理論に基づく教材の作成について

GBS 理論とは，行動することによって学ぶシナリオ型教材を設計するためのインストラクショナルデザイ

ン理論であり，R.C.Schankによって提唱された。GBS 理論は，図１のように「学習目標」「使命」「カバー

ストーリー」「役割」「シナリオ操作」「情報源」「フィードバック」の七つの構成要素からなる。

梅田・江島・野崎（2009）は，高校生・大学生を対象とし，こ

のGBS 理論を基に教材を作成し（以下，「GBS 教材」と表記），

情報モラルの４つの判断観点を活用してネットトラブルを回避す

る力を育成する体験的な学習を実践し，効果を上げている。

そこで，本研究では，小学生対象のGBS 教材を作成・活用し，

児童に状況把握がしやすい現実場面のストーリーを与えることで

児童の役割を明確にし，問題解決の使命感を高めたいと考える。

また，現実場面のストーリーの中で体験的に学習活動に参加する

ことで，確かな理解につながっていくと考える。

３ 検証尺度について

本研究の効果を検証するために，「情報化社会レディネス尺度」とウェブ教材「しまちゃんの情報モラル

クイズに挑戦しよう！」を使用し，具体的な問題場面から児童の変容を確かめることとした。

(1) 情報化社会レディネス尺度

小林ら（1999）が，情報技術の影響や役割，情報化社会の特質について理解し，望ましい社会の創造に

主体的に関わろうとする態度である「情報化社会に参画する態度」を測定するために作成したのが，「情

報化社会レディネス尺度」である。これは，「情報や情報技術が果たしている役割の理解」「情報や情報

技術が及ぼしている影響の理解」「情報モラルの必要性・情報に対する責任の考慮」の尺度からなる。こ

のうち本研究では，児童の情報モラルの理解に関する変容を見るために「情報モラルの必要性・情報に対

する責任の考慮」の下位尺度24項目を使用した。

(2) しまちゃんの情報モラルクイズに挑戦！

島田（2005）が，情報モラル教育に系統的・実践的に取り組むことができるよう，授業実践化の手引き

図１ GBS理論概念図



とともに作成した自己採点・解説機能付きのウェブ教材である。前述した文部科学省が定義する情報モラ

ルの及ぶ範囲に含まれ，児童が最も理解しておく必要があると思われる事項の「インターネット」「メー

ル」「著作権」に関する問題文を引用した。

４ 対象児童の事前調査の結果

対象小学校６学年３学級（94名）における情報モラルの実態を把握するため，前述の尺度とクイズを使用

し事前調査を行った。調査は各質問項目とも６点満点であり，「はい」「いいえ」「分からない」の３件法

で実施し，正答には１点を与え，誤答及び「分からない」には得点を与えず処理をした（図２，３）。

情報モラルの４つの判断観点の指導の有無による効果を，ほぼ等質の２学級で検証するため，事前調査の

結果を分散分析した。その結果，プライバシー(F(2,561)=3.966,p<.05)とインターネット(F(2,561)=5.478,

p<.01)と著作権(F(2,467)=5.319,p<.01)の３項目において，１組と３組が２組より得点差の小さい等質グル

ープであることが分かった。他の項目については，三つの学級に有意な差は認められなかった。

５ 指導計画の作成とその実践

(1) 指導時数について

本研究での指導時数を決定するにあたり，小・中学校において，昨年度の情報モラル学習指導がどの程

度の時数で行われているのか等について調査をした。調査対象は，青森県総合学校教育センターの研修講

座受講者65名（小学校教諭38名，中学校教諭27名）である。

図５に示したとおり，情報モラル学習指導の実施時数は，小・中学校ともに大半が２時間までであるこ

とから，本研究の指導時数は２時間が妥当であると考えた。

また，図６に示したとおり，30％程度の教員が情報モラル学習指導の方法をあまり理解していない状況

である。逆に情報モラル学習指導方法を「わかる」と回答したのは，小学校教員のみで6.9 ％に過ぎなか

った。さらに，図４に示したとおり，中学校教員の40.7％が情報モラル学習指導を実施していないと回答

している。こうした状況から，小学校段階での情報モラル学習指導は重要であり，多くの教員にとって指

導しやすい指導計画や教材の開発が必要であると考える。

(2) 情報モラルの４つの判断観点をおさえる指導計画について

事前調査の結果から，検証対象学級を等質と認められる１組と３組とした。３組は指導計画を２時間扱

図４ 昨年度の情報モラル学習指

導の実施状況

図５ 情報モラル学習指導の実施

時数

図６ 情報モラル学習指導方法に

ついて

図２ 情報化社会レディネス尺度結果 図３ しまちゃんの情報モラルクイズに挑戦！結果



いとし，情報モラルの４つの判断観点

を学習した後，GBS 教材で具体的なネ

ットトラブル場面を与え，児童が情報

モラルの４つの判断観点と，これまで

の生活経験等で培った道徳的規範を活

用し，トラブルを回避するためのアド

バイスを考えるというねらいで設定し

た。一方，１組は指導計画を１時間扱

いとし，GBS 教材で具体的なネットト

ラブル場面を与え，児童がこれまでの

生活経験等で培った道徳的規範のみを

活用し，トラブルを回避するアドバイ

スを考えるというねらいとした。

また，GBS 教材での学習活動は２学

級とも同一教材を使用し，学習問題と

情報モラルの４つの判断観点の活用以

外は，同一展開とした（表１）。

(3) ３組の１時間目の授業展開について

最初に，事前調査の結果と内閣府の「青少年のインターネット利用環境実態調査」から，小・中学生の

ネットトラブルに遭遇する状況を提示した。そこから，インターネットやメールを安全に使う方法につい

て学習する必要感をもたせた。

次に，児童の授業への積極的な参加と情報モラルの４つの判断観点への円滑な導入を考え，日常生活で

やってはいけないことを，ブレインストーミングの手法でグループ毎に自由に出させた。その後，出され

た事項について，なぜやってはいけないのか尋ね，「自分への被害」「他人への迷惑」「法律違反」とい

う，情報モラルの４つの判断観点のうち３観点を導き出した。さらに，児童から出された「悪口を言う」

という事項についてインターネット上ではどうか尋ねると，「世界中の人が見る」「消すことが難しい」

という意見が出され，４つ目の観点である「情報技術の特徴」につなげることができた。積極的に学習に

参加でき，自然な流れで抵抗感なく情報モラルの４つの判断観点に導くことができた。

情報モラルの４つの判断観点を導いた後，「法律違反」に関し事前調査で正答率の低かった「著作権」

「個人情報保護」について概要を説明した。「情報技術の特徴」については，「インターネットには匿名

性がない」「メールに関わる様々なトラブル」「デジタル情報はコピーしやすく消去しがたい」について

概要を説明した。これらの事項は，次時のGBS

教材を活用した学習でも，具体的な場面として

取り扱うこととし，この時間を学習しない１組

と学習内容に差が生じないよう配慮した。しか

し，これらの説明が教師からの一方的な講義形

式となってしまった。そこで，ブレインストー

ミングで，どの学級でも出そうな意見を取り入

れ，「情報技術の特徴」や情報モラルの４つの

判断観点の詳しい内容を，児童が活動を通して

理解できるような，表２に示すワークシートを

作成した。

このワークシートを活用した授業は，事前調

査で他学級よりも有意に低い結果を示した検証

対象外の２組において実施したが，教師による

説明場面が大幅に減り，児童の活動から情報モ

ラルの４つの判断観点をより詳しく学習するこ

とができた。

(4) ３組の２時間目の授業展開について

３組の２時間目の学習は，GBS 教材を活用し，ネットトラブルに遭遇しそうな友達へのアドバイスを情

表２ 児童がより主体的に学習するためのワークシート

表１ 情報モラルの４つの判断観点をおさえる指導計画



報モラルの４つの判断観点を踏まえて考えさせる内容とした。これにより情報

モラルの４つの判断観点の適用の仕方を学ぶとともに，ネットトラブルの実態

とその対処法を知る事例学習的な時間となる。

GBS 教材は，４問構成とした。どの問題も，カバーストーリーとして友達が

ネットトラブルに遭遇しそうな場面を与え，それを回避させるアドバイスをす

ることが役割である。友達がその行為を行ってよいかどうか，二者択一の自己

判断でシナリオ操作することで，その行為の是非が直ちにフィードバックされ

る。その上で友達がトラブルを避ける最適なア

ドバイスを考えることが使命となる。４問につ

いて自力解決した後，隣の席の児童とアドバイ

スに悩んだ点について相談する時間を情報源と

して設けた。

カバーストーリーの４問は，表３に示したと

おりである。１問目は，学習の進め方を理解す

る練習を兼ね，教師と一緒にワークシートに穴

埋めをする形式でアドバイスを完成させた。２

問目以降からは，個人でアドバイスを考えさせ

る問題とした。

玉田らの先行研究では，情報技術の特徴は知

らなければ正しい行動がとれないということが

分かっている。児童がインターネットを使う際

に，被害者にも加害者にもなら

ないために知っておくべき事項

として，文部科学省の情報モラ

ルの定義を踏まえ，表３に示す

①～⑥の６項目を取り入れた。

学習の終末で，適応題として

表４の問題を３分で解かせた。これにより学習内容の定着具合を把握する他，理由を記述させることで，

児童がネットトラブルを回避する際に根拠とする事項を明らかにしたいと考えた。

(5) １組の授業展開について

情報モラルの４つの判断観点を学習しない１組は，３組の２時間目と同一教材を使用し，同一の学習展

開で１時間扱いの学習となる。これまでに培ってきた道徳的規範のみで，ネットトラブル回避のアドバイ

スを考えながら，ネットトラブルの実態と対処法を知る事例学習的な時間となる。

６ 事後調査の結果と考察

検証授業から２週間後，事前調査と同じ問題で事後調査を実施した。

(1) 情報化社会レディネス尺度についてのｔ検定の結果について

表５は，情報モラルの４つの判断観点について学習しなかった１組の結果である。「プライバシー」に

関する項目以外は，平均点が上昇した。しかし，統計学的に有意な差が認められた項目は皆無であった。

表６は，情報モラルの４つの判断観点について学習した３組の結果である。３組もプライバシーに関す

る項目以外で，平均点が上昇した。「情報モラル・マナー」では５％水準で，「著作権」と「犯罪・セキ

ュリティ」では１％水準で有意な差が認められた。

(2) しまちゃんの情報モラルクイズに挑戦！についてのｔ検定の結果について

表７は，情報モラルの４つの判断観点について学習しなかった１組の結果である。「著作権」に関する

項目以外は，平均点が上昇した。そのうち「メール」のみ，５％水準で有意な差が認められた。

図７ GBS教材の一例

表３ カバーストーリーの内容

表４ 適応題の内容

表５ １組のｔ検定結果（レディネス尺度） 表６ ３組のｔ検定結果（レディネス尺度）



表８は，情報モラルの４つの判断観点を学習した３組の結果である。全項目で平均点が上昇した。「イ

ンターネット」は１％水準で有意な差が認められ，「メール」「著作権」では，0.1 ％水準で有意な差が

認められた。

(3) １組と３組を比較したｔ検定の結果について

情報モラルの４つの判断観点を学習した３組の方が，全項目で１組の平均点を上回った。表９は，情報

化社会レディネス尺度に関する，１組と３組を比較したｔ検定の結果である。「プライバシー」と「犯罪

・セキュリティ」は，有意な差が認められなかった。「情報モラル・マナー」では，10％水準で有意傾向

が見られ，「著作権」では，５％水準で有意な差が認められた。

表10は，しまちゃんの情報モラルクイズに挑戦に関する，１組と３組を比較したｔ検定の結果である。

全項目において，１％水準で有意な差が認められた。

(4) GBS 教材でアドバイスを考える学習の終末で実施した適応題の結果について

表４に示した適応題については，「個人が特定されな

いように写真を加工する」や「被写体全員から掲載許可

を得た」等，理由の記載があれば「のせてもよい」も正

答とした。その結果，誤答を選択したのは各学級とも１

名であった。根拠として挙げた件数の合計は，１組が41

件，３組が51件であった。

児童がネットトラブル回避の際に根拠とした事項の内

訳は，図８のとおりである。情報モラルの４つの判断観

点の学習の有無により，「自分への被害」「情報技術の

特徴」について異なる傾向を示すことが読み取れる。

(5) 学級ごとの質問項目の分散分析の結果

表11は，各項目における質問項目の平均点を分散分析し，平均点の低さに有意な差が認められた質問項

目を示している。１組は，五つの項目において１問ずつ同一項目の他の質問項目より平均点が有意に低い

質問項目が認められた。３組は，四つの項目において１問ずつ同一項目の他の質問項目より平均点が有意

に低い質問項目が認められた。

(6) 考察

情報モラルの４つの判断観点について未習である１組において実施した事例学習的な方法でも，「情化

表７ １組のｔ検定結果(情報モラルクイズ) 表８ ３組のｔ検定結果(情報モラルクイズ)

表９ １組と３組を比較したｔ検定結果

（情報化社会レディネス尺度）

表１０ １組と３組を比較したｔ検定結果

（しまちゃんの情報モラルクイズに挑戦！）

図８ ネットトラブル回避の根拠とした事項

表１１ 学級ごとの質問項目の分散分析により平均点の低さに有意差が見られた質問項目



社会レディネス尺度」及び「しまちゃんの情報モラルクイズに挑戦！」における全７項目中５項目で平均

点の上昇が見られ，そのうち１項目は５％水準で有意な差が認められている。また，「情報化社会レディ

ネス尺度」の１組と３組を比較したｔ検定において，二つの項目で有意な差が認められず，一つの項目で

有意傾向を示すにとどまる項目も認められた。これらのことから，１組において実施した道徳的規範のみ

を活用した事例学習的な方法でも，ネットトラブルの具体的な事例から経験知を得，それを活用して物事

を考えることが出来るため，全く効果がないとは言い切れないであろう。

しかしながら，道徳的規範に加え情報モラルの４つの判断観点を学習した３組では，「情報化社会レデ

ィネス尺度」「しまちゃんの情報モラルクイズに挑戦！」における全７項目中６項目で平均点が上昇し，

これら全てにおいて５％水準以上の有意な差が認められた。さらに，適応題でのネットトラブルを回避す

る際に根拠とする事項においても，情報モラルの４つの判断観点を学習した３組は，「自分への被害」と

「情報技術の特徴」を意識する傾向があり，より多角的な面から考えられるようになっている。

これらは，GBS 教材での学習が効果的に機能し，情報モラルの４つの判断観点の適用力の向上から，経

験知に加え形式知の獲得につながったためと考えられる。梅田らの高校生らを対象とした先行研究でも明

らかなように，この学習指導方法が小学生においてもネットトラブル回避に有効であると考える。

ただ，「情報化社会レディネス尺度」における「プライバシー」に関する項目において，１組と３組と

もに事前調査と事後調査の平均点に変化が見られなかった。原因として，正答率が１組で87％，３組で90

％と全項目で一番高い値を示していたこと，さらにこの項目に関連する事項を，授業において直接的に取

り扱わなかったことが考えられる。とは言え，検証対象としなかった２組におけるこの項目の正答率の変

化を見ると，事前が79％で３学級中最も低い値を示し，事後が92％と13％の上昇が見られている。この項

目は直接的に授業で取り扱ってはいないが，情報モラルの４つの判断観点の「他人への迷惑」をもとに判

断できる内容であるため，検証対象の二つの学級において平均点に変化が見られなかった大きな原因は，

授業内容というよりも，既に知識として定着していることにより，高い正答率になったものと考える。

また，表11に示した，質問項目の分散分析により平均点の低さに有意差が見られた質問項目について，

「パスワード」「メール中毒」に関しては，授業では取り扱っていない情報技術の特徴である。「ゲーム

の無料表示の真偽」に関する質問については，情報の信憑性を情報技術の特徴として学習した３組は平均

点の低さに有意差が認められていない。以上のことから，先行研究でも明らかになっているように「情報

技術の特徴は知らなければ正しい行動がとれない」ということが，小学生にもあてはまると考えられる。

次に「料金が必要な情報」については，児童が労働に対する報酬や不正コピーに関する問題と捉えるこ

とが難しかったため，情報モラルの４つの判断観点を適用できなかったものと思われる。

最後に，「著作権」に関する質問項目であるが，「手書き」という点が平均点の上昇を妨げた原因と考

えられる。著作権についてより詳しく学習する必要があることを示す結果となった質問項目であるが，情

報モラルの４つの判断観点を学習した３組が１組よりも0.35ポイント高い平均点を示していることから，

情報モラルの４つの判断観点の適用が有効であったと考える。

Ⅴ 研究のまとめ

本研究では，未経験のネットトラブル回避に役立つ知識を身に付けさせる

ため，少ない授業時数で誰でも実践可能な指導計画や指導資料を作成し，そ

れらを用いた授業実践が小学校児童に有効であるかどうかを検証した。情報

モラル学習指導の中で，「情報技術の特徴」に深く関わる事項に関してはそ

の都度最新の知識を与える必要があるものの，図９に示したとおり，検証結

果から小学校児童も道徳的規範に加え，情報モラルの４つの判断観点とその

適用方法を理解することで，ネットトラブル回避につながる考え方や態度が

より高まったことが認められる。

また，教育的配慮から２組児童を対象に，情報モラルの４つの判断観点の

学習が，より児童主体となるよう表２で示したワークシートを追加し，３組同様の学習指導を展開した。２

組も１組，３組と同様の事後調査を実施し分散分析を行ったところ，情報モラルの４つの判断観点を学習し

た２組と３組が，１組よりも有意に高い等質グループであることが認められた。梅田らの先行研究において

も，高校生の道徳的規範知識の高低に拘わらず学習効果が得られることが明らかになっている。このことか

ら，今後の検証が必要であるが，本研究で作成した教材と指導計画にしたがって学習した場合，児童の実態

図９ 情報モラルの４つの

判断観点の関係図



に関係なく同様の学習効果が得られると考える。

さらに，本研究で指導した事項は，情報モラルの４つの判断観点と情報技術の特徴として６項目を扱った

だけである。本研究の学習指導には指導事項が少なく，ブレインストーミングやGBS 教材を使用したアドバ

イスを考える学習展開により，教師の指導よりも児童の活動が多く自然な流れでネットトラブル回避の知識

を得られるという特徴がある。しかも，２時間という短い時間で学習指導が可能でもある。したがって，情

報モラル学習指導や情報技術の特徴に詳しくない教師にとっても，抵抗感なく取り組める学習指導方法であ

ると考える。すなわち，本研究内容が，児童のネットトラブル回避において有効であるのみならず，文部科

学省調査における教員のICT 活用指導力に関する大項目Ｄ「情報モラルなどを指導する能力」の向上に資す

るものと考える。

Ⅵ 本研究における課題

2011年10月21日の読売新聞によると，小中学生８人が会員制交流サイトに不正接続し，１名が不正アクセ

ス禁止法違反容疑で書類送検，７名が同法違反の非行事実で児童相談所に通告されている。交流サイトで使

用する仮想通貨を本人に代行して増やすことをもちかけ，IDとパスワードを聞き出した上，侵入後はパスワ

ードを変更し本人が使用できないようにしたという内容である。本研究の検証結果においても，パスワード

に関する質問事項の平均点は同一項目の他の質問事項より低い状況であった。パスワードやID管理に関する

事例も２時間の学習の中に組み込む必要があると考える。

さらに，情報モラルの４つの判断観点のうちの３観点は，学習指導要領の道徳の目標に基づいて分類され

ている。従って，本学習で提示したネットトラブル場面に対し，児童が「情報技術の特徴」に加え「自分へ

の被害」「他人への迷惑」「法律違反」の適用を繰り返すことにより，情報モラルを身に付けるだけではな

く，より広く高い価値である道徳性の育成にもつながるものと考えられる。児童の道徳性を図る尺度を使用

し，様々な実態の児童に対して検証授業を行い，その効果を検証する必要があると考える。

＜引用文献＞

小林久美子・橿淵めぐみ・坂元章・波多野和彦・坂元昴 1999 「情報化社会レディネス尺度の作成(1)

－信頼性の検討－」『日本心理学会第63回大会（中京大学）発表論文集』，p.1021，日本心理学会

小林久美子・橿淵めぐみ・坂元章・波多野和彦・坂元昴 1999 「情報化社会レディネス尺度の作成(2)

－妥当性の検討－」『日本心理学会第63回大会（中京大学）発表論文集』，p.1022，日本心理学会

梅田恭子・江島徹郎・野崎浩成 2009 「情報モラルの４つの判断観点とゴールベースシナリオ理論に基

づく体験学習教材の開発と実践」『愛知教育大学研究報告58（教育学編）』，p.196 ，愛知教育大学

＜引用ＵＲＬ＞

文部科学省 2008 「教育の情報化に関する手引き」

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1259413.htm(2011.5.9)

島田佳幸 2005 「しまちゃんの『情報モラルクイズに挑戦しよう！』」

http://kiz.tonosama.jp/(2011.5.30)

＜参考文献＞

玉田和恵，松田稔樹 2004 「『３種の知識』による情報モラル指導法の開発」『日本教育工学会論文誌

28(2) 』 日本教育工学会

玉田和恵，松田稔樹 2008 「小学校段階における体系的・系統的情報モラル教育－３種の知識に基づく

情報モラル指導法との一貫性を考慮して－」『日本教育工学会研究報告集JSET08-5』 日本教育工学会

平川正晃，木村紀子 2010 「情報モラル指導に求められる学習素材の作成」『平成21年度研究紀要』

青森県総合学校教育センター

＜参考ＵＲＬ＞

青森県教育委員会 2011 「情報モラル教育・参考となるweb サイト一覧」

http://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/education/netizime3.html(2011.5.9)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


